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１．はじめに 

2014年6月4日に公布され、即日施行された「公共

工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正す

る法律（平成26年法律第56号）」により、「公共工

事の品質確保に関する法律（平成17年法律第18号）」

（以下「品確法」という。）第18条に「技術提案の

審査及び価格等の交渉による方式」（以下「技術提

案・交渉方式」という。）が規定された。建設マネ

ジメント技術研究室では、国土交通省が設置してい

る「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管

理システムのあり方に関する懇談会（座長：小澤 一

雅 東京大学大学院工学系研究科 教授）」におい

て審議する技術提案・交渉方式に関するガイドライ

ンの原案の検討を行ったのでその概要を紹介する。 

２．技術提案・交渉方式の基本的な考え方  

 技術提案・交渉方式とは、品確法第18条の規定か

ら以下の3つが主要な要素となっていると考えられ

る。 

①当該工事の性格等により仕様の確定が困難である

場合に適用することができる（発注の実績等を踏

まえる）。 

②技術提案を公募し、その審査結果を踏まえて優先

交渉権者を選定する。 

③優先交渉権者との工法、価格等の交渉結果を踏ま

えて仕様を確定し、予定価格を定め契約する。 

 また、工事の性格等により仕様の確定が困難であ

る場合として、技術提案・交渉方式の適用が想定さ

れる工事として表に示す2つが考えられる。 

さらに、技術提案・交渉方式では、契約形態とし

て以下の３つのタイプが考えられ、それぞれの契約

形態の概要を図に示す。 

ﾀｲﾌﾟA：交渉により「設計」と「施工」を一括して契

約 

ﾀｲﾌﾟB：交渉権者と「設計」を契約し、「設計」の完

成後に交渉し、「施工」を契約 

ﾀｲﾌﾟC：交渉権者と「設計」技術協力業務を契約し、

「設計」の完成後に交渉し、「施工」を契約 

表 技術提案・交渉方式の適用が想定される工事 

工事（案） ①発注者が最適な仕様を設

定できない工事 

②仕様の前提となる条件の確定が困難な工

事 

適用が想

定される 

工事の考

え方（案） 

・通常の工法等では施工条

件・事業目的を満足できず、

施工者固有の技術の導入が

必要であるが、コンサルタ

ントによる設計では最適技

術の選定が困難な工事。 

・発注者のこれまでの経験等

をもとに作成する標準案以

上に適した技術が存在する

可能性がある工事。 など 

・仕様の前提となる条件の把握に関して制約

があり、仕様を確定するための条件把握が

困難で、施工条件・構造物の状況に合わせ

た工法などの選定の必要がある工事。 

・災害からの復興事業や地域経済に大きな影

響を与えるプロジェクトの早期着手・完

成・供用を図るため、調査・設計・施工の

事業プロセス全体で発注者・設計者・施工

者の技術を集約する必要がある工事。  

など 

 

 

別の契約    

タイプA    

    

別の契約    

タイプB    

    

別の契約    

タイプC    

 

図 技術提案・交渉方式における契約形態の概要 

３．技術提案・交渉方式に関するガイドライン  

 基本的な考え方を踏まえ、技術提案・交渉方式に 

関するガイドラインでは技術提案・交渉方式を具体

的に運用する際に必要な手続き等を提示している。 

【参考・関連するWEBサイトのURL】 

詳細は、下記URLより建設マネジメント技術研究室

のHPを参照いただきたい。 

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/index.htm 
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（キーワード）  調査・設計等業務、入札方式、総合評価落札方式  

１．はじめに 

国土交通省の調査・設計等業務では、平成19年度

以降、価格に加え技術を考慮して総合的に優れた相

手方と契約を締結するために、総合評価落札方式が

導入されている。本稿では、この総合評価落札方式

を中心に、国総研において整理した最近の入札・契

約の動向、制度改善のための取り組みを紹介する。 

２．平成25年度の入札・契約状況等の概況 

 平均参加表明者数は、全ての発注方式で前年度を

下回った。入札率・落札率は、価格競争・総合評価

ともに前年度を上回った。前年度比で総契約額も拡

大しており、競争環境がやや緩和したことが背景に

あると推測される。発注方式別件数については、24

年度まで総合評価の割合が拡大してきたが、25年度

は前年度と同様の割合（プロポ29%、総合評価49%、

価格競争21%）であり、安定的な推移となった。測量・

地質業務で、総合評価の割合が引き続き大幅に拡大

していることが特筆される。業務成績評定点の平均

は、プロポーザル(77.0点)、総合評価(76.3点)、価

格競争(75.5点)の順となった。低入落札業務の業務

成績評定点は他の業務と比べて低い傾向であった。 

３．低入落札対策のための入札・契約制度について 

低入落札の多発により、コスト削減のため労働環

境や成果品質を犠牲にするなどの影響が懸念される。

そのため、従来から行っていた調査基準価格未満落

札者への品質確保対策に加え、平成22年度より総合

評価方式で履行確実性評価を導入するなどの重点的

な対応を進めたことにより、当該業務での低入落札

が劇的に減少した。多くの整備局では、25年度まで

に、調査基準価格の設定対象外である予定価格1000

万円以下の業務にも「品質確保基準価格」を導入す

るとともに履行確実性評価を実施し、低入落札への

対応を強化している。その結果、平成25年度業務に

おいては、予定価格1000万円以下の総合評価方式業

務においても低入落札が大きく減少した。低入落札

対策の効果が拡大していることがうかがえる。 

４．業務内容に応じた適切な発注方式選定の試行に

ついて 

 現行制度では、業務内容と適用すべき発注方式と

を対比させた「発注方式選定表」（以下「選定表」）

が定められているものの、採用すべき発注方式と実

際の発注方式との間に相違が見られ、高い技術力が

必要で本来プロポーザルにより発注されるべき業務

の一部で異なる方式が採用されているとの声が上が

っていた。26年度より、主要な業種において、この

選定表を精査し、その結果に基づき修正した選定表

を用いて発注方式を選定する試行を開始した。その

結果、プロポーザル方式の件数割合が拡大するとと

もに、実際に選択された発注方式と選定表とが適合

した業務の割合も増加するなど、業務内容に応じ適

切な発注方式が選択される方向へ改善された。 

図 試行前後の発注方式選定割合の比較 

５．今後の研究について 

過度な価格競争は、業務成果自体の品質低下のみ

ならず、これにつながる工事成果の品質にも多大な

影響を及ぼす恐れがある。それぞれの業務に要求さ

れる技術力に見合った発注方式の選定方法や、技術

力を十分評価可能な手法の開発などについて、今後

さらなる研究を進めていきたい。 

【参考】 
1) 調査・設計等業務に関する入札・契約の実施状況 
http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/20141225_tyousas
ekkei_kondankai/sankousiryou2_h25nenjihoukokusyo.pdf 
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